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１．目的・適用 

建設工事書類標準化ガイドの位置づけ 

 
〇本ガイドは、少額随意契約で執行する建設工事の関係書類について、本市における「標

準的な仕様」を示すと共に「簡素化」を図ることを目的とする。 
〇受注者及び発注者、監督員、検査員は本ガイドに基づき工事の円滑な施工、検査をおこ

なうものとする。 
〇監督員・検査員は、不要な書類の提出・掲示を求めないこと。 
〇受注者は、不要な書類を作成しないこと。 
〇受注者の社内で必要とされる工事書類の作成を妨げるものではない。 
〇法令等に規程された書類の作成は適正におこなうものとする。 
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2．見積書について 

見積書作成の仕方 

 
・見積書内訳は、形状、寸法、数量、延長など明確に分かるように記載すること。 
・内訳書がある場合は、表紙の記載は１式でも問題ありません。 
※見積書が設計値になります。 
 

 ・少量や数量が概算（細かすぎて算出が難しい）の場合は、表記は１式にし備考欄へ予定
数量を記載すること。 
  
概算の場合の記載例 

 
見積書の記載例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 名 称 規 格 数 量 単位 単価 金額 備 考
 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻撤去・処分 無筋 １ 式 〇〇 〇〇〇 V＝1 ㎥
 擦りつけ舗装 ｔ=5 ㎝ １ 式 〇〇 〇〇〇 A＝1 ㎡
 排水接続 ＶＰ １ 式 〇〇 〇〇〇 Ｌ＝１ｍ未満
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３．検査書類について 

竣工検査に必要な書類 

【土木に関係する工事】 
・工事完成通知書 
・工事平面図 
・面積の確認出来る書類（数量計算書・三斜求積、ヘロンの公式など） 
・施工写真（着工前・状況・完了・安全管理） 
・材料関係資料（材料使用届・写真・伝票など） 
・施工体制台帳（必要に応じて） 
・産業廃棄物関係書類（共通書類-4 参照） 
【建築に関係する工事】 
・工事完成通知書 

 ・工事平面図（簡単な配線図など） 
・施工写真（着工前・状況・完了・安全管理） 
・該当すれば用意するもの（出荷証明、保証書、仕様書、説明書、など） 
・材料関係資料（材料使用届・写真・伝票など） 
・施工体制台帳（必要に応じて） 
・産業廃棄物関係書類（共通書類-4 参照） 

 

土木関係書類 

１.工事平面図（設計値…黒字、実測値…赤字） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・設計（見積書）と実測寸法が確認出来るように記載すること。 
・設計がない場合は、実測寸法のみ記載すること。 
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２．面積の確認できる書類 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

建築関係書類 

１．工事平面図（簡単な配線図など） 
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共通書類 

１．施工写真 （着工前・状況・完了） 説明省略 
安全関係 
・安全関係写真は、簡易掲示板で周囲に工事の案内状況や規制状況写真でよい。 
・工事中は、周囲に市発注工事であることを明示すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      簡易安全掲示板            規制写真 
 
２．材料関係資料 
・材料使用は、従来通りの材料使用届か、写真管理・伝票で行うこと。 
【写真管理・伝票の場合の注意点】 
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・写真管理を行う時は、寸法や数量、メーカー印、規格が分かるものを写真に収めること。 
 
・砂、砕石、合材、生コンなどは伝票で確認。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・数量が測れないので伝票を添付すること。 
・伝票は、品名、数量、日付、工事名、製造会社名が分かるようにする。 
 
３．施工体制台帳 
・下請け業者を使用した場合のみ添付すること。直営の場合は不要。 
・提出するのは施工体制台帳のみでよい。 
 
（参考：施工体制台帳） 
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４．産業廃棄物関係 
・少量に限らず廃棄処分するものは全て対象。 
・従来通り適正処分をした場合は、契約書、処分状況写真、集計表を添付すること。 
・ﾏﾆｭﾌｪｽﾄの写しの提出は不要。 
※主たる工事が解体工事の場合は、契約書、処分状況写真、集計表、ﾏﾆｭﾌｪｽﾄ写し提出。 
 
【少量で、まとめて処分する場合】 
・どこに、なにを、どのくらい一時保管場所へ運んだか分かる写真を付ける。 
※ただし、提示を求めたときは処分時の書類（ﾏﾆｭﾌｪｽﾄなど）を提出できる状態にしておく
こと。 
例） 
写真管理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             証明書 
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【建設発生土の処分の仕方】 
・現場で出た発生土を、他の場所に運び出す工事は全て対象。 
 
建設発生土処分フロー 
担当課へ処分先相談→担当課が処分場へ申請→処分許可→運搬完了後担当課へ報告（写真、 
 
数量）→担当課から処分場へ報告→処分場から受領書発行→完了（受領書受取） 
 
 
 
 
             発行される受領書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・検査書類としては、状況写真と、受領書のみで良い。 
 

４．その他 

・本ガイドに定めない工事関係書類および一致しない工種について
は、受発注者との協議により定めるものとすること 
 
 

受注者が行う事

発注者が行う事


